
発注機関 岐阜県立飛騨高山高等学校

飛騨高山高等学校（岡本キャンパス）

屋外電波時計取替修繕工事

施工(履行)場所 高山市下岡本町地内

契約方式 随意契約

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号

１者による随意契約

契約年月日 令和７年２月６日

岐阜県高山市七日町2丁目135番地の3

川﨑電気工事株式会社

代表取締役　　川﨑　誠

自　　令和７年　２月　６日

至　　令和７年　３月３１日

契約金額（税込） ６７５,４００円

工事(委託)概要
　グラウンドの照明柱に屋外用電波時計を取り付け、故障した屋外電波
時計の時計部分を撤去する。

契　約　情　報

工事(業務)名称

適用条項

契約者

施工(履行)期間



地方自治法施行令第167条の２第１項第５号
により随意契約をすることができる場合

  今回の契約が左に該当すること等の説明

１　競争入札に付していたのでは、時期を失
　し、契約の目的を達することができないこ
　との説明

２　見積を徴した事業者の概要

 緊急の必要により競争入札に付することがで
きないとき。

３　見積合せをしていたのでは、時期を失
　し、契約の目的を達することができないこ
　との説明

　　本工事については、令和7年1月17日付で
　予算令達を受け、令和7年2月5日に見積合
　わせを行ったが、予定価格を下回る金額で

　　再度、見積合わせを実施するには準備を
　含め３週間程度の期間を要し、材料の発注
　にも時間を要するため、年度内に完成させ
　ることが困難となる。

４　特定の者を選定した理由

　　川﨑電気工事(株)は、令和7年2月5日に
　行った見積合わせで最低価格の見積書を提
　出された業者である。

　また、本校の電気設備の工事(修繕)につい
て長年の請負い実績があり、該当設備（屋外
電波時計）の状態についても熟知しているた
め、速やかかつ適切な施工が期待できる。

別紙６

随意契約をすることができる場合に該当することの説明書


